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地域活力創造支援事業費補助金交付要綱の運用について  
 

（趣旨）  
第１ 地域活力創造支援事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付については、

地域活力創造支援事業費補助金交付要綱（以下「要綱」という。）によるほか、この

運用に定めるところによるものとする。  
（補助対象経費）  

第２ 要綱第５条第１項に規定する市長が別に定める経費は、事業を実施するに当たり

直接必要となる経費であり、次表に掲げる経費とする。ただし収入を伴う事業につい

ては、全体経費から収入を除いた額とする。 

 

区   分 内容等 

報償費 講師等への謝金 

旅費※１ 講師またはスタッフの交通費、宿泊費（市の基準による。） 

食糧費※１ 講師等に提供するお茶などの飲物代 

消耗品費※２ 事業の実施に必要な消耗品 

印刷製本費 資料のコピー、チラシ、ポスターの印刷費 

通信運搬費 案内等に使用する郵便代、荷物の運搬費 

保険料 事業実施に伴う保険料 

使用料及び賃借料 機械の車両等の借上料や会場等の使用料、物品のリース等 

広告料 事業の周知に伴う広告料 

手数料 振込手数料、クリーニング代等 

燃料費 事業の実施に必要な機材や車両等の燃料代 

委託料 専門分野に係るもの 

備品購入費 事業に直接使用する機材や備品等（原則、リースとする） 

 ※１参加者の飲食代及び宿泊費、賞品代については、補助の対象としない。  
 ※２消耗品の単価が３０，０００円以上の場合は、備品として取り扱う  

（軽微な変更）  
第３ 要綱第１０条第１項に規定する市長が別に定める軽微な変更については、次のと

おりとする。  
 補助金対象予定事業費の２割未満の減  

 
   附 則 

この運用は、令和８年４月１日から施行する。 


